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      八幡浜市制施行10周年の冠称等の使用について


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-1526

  

  
    公開日 2014年12月05日

  



      
      
  「八幡浜市制施行10周年」等の冠称、ロゴマーク、キャッチフレーズの使用については、下記のとおりとします。

 

１　対象となる事業

　平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間内に八幡浜市内に活動の拠点を置く団体、事業者が広く市民を対象に主催する事業で市制施行10周年を広くＰＲできる事業。

　但し、次のいずれかに該当する場合は対象事業から除外します。

(１) 特定の個人を対象とするもの

(２) 公序良俗に反するもの

(３) 特定の政治、宗教、思想等の活動を目的とするもの

(４) 市の名誉を傷つけ、または信用を失墜するもの

(５) 八幡浜市市制施行10周年記念事業実行委員会が不適当と認めたもの

 

２　支援内容

冠等使用事業に承認されると次の支援を受けることができます。

(１)「八幡浜市制施行10周年」等の冠称使用

(２)「八幡浜市制施行10周年記念キャッチフレーズ及びロゴマーク」の使用

(３)　市の広報誌へ事業内容等を掲載

(４) 市のホームページへ事業内容等を掲載

(５)「八幡浜市制施行10周年記念」等ののぼり旗の貸し出し

 

※　広報誌は紙面の都合で掲載できない場合もあります。

※　補助金・助成金等の経済的支援は行いません。

 

３　申請方法

　ロゴマーク等の著作権は八幡浜市にあります。使用にあたっては、使用申請が必要となります。（八幡浜市が使用する場合や報道使用の場合などは、例外となります）

「八幡浜市制施行10周年冠等使用事業承認申請書」に必要な書類等を添えてメール、ＦＡＸ、郵送、または直接、政策推進課に持参してください。（ご持参いただく場合は、土日祝日を除く8時30分～17時までにお願いします。）

申請書は政策推進課と保内庁舎管理課にも備えてあります。

 


ロゴマーク

 


グラデーションパターン(4色)




スミパターン(1色)




オレンジパターン(1色)




スミ・オレンジパターン(2色)





 



４　実施報告

　冠等使用事業が完了したときは、「冠等使用事業実施報告書」（任意様式）に実施内容に関する資料などを添えて、事業完了後30日以内に報告してください。

 

５　申請・問い合わせ先

〒７９６−８５０１八幡浜市北浜一丁目１番１号 八幡浜市役所　総務企画部政策推進課　秘書広報係（八幡浜庁舎３階）

電話：0894-22-3111（内線1344）ＦＡＸ：0894-24-0610　　メールアドレス：seisaku@city.yawatahama.ehime.jp



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
総務企画部　政策推進課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-5987
FAX：0894-21-0409
E-Mail：seisaku@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043







© Yawatahama City.








[image: このページの先頭へ戻る]


